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 役員等の報酬等に関する規程 

 

（目的） 

第１条  この規程は、公益財団法人吉備路文学館（以下「当館」という。）定款第１４条 

及び第３０条の規定に基づき、役員等の報酬等の支給基準について定めることを 

目的とする。 

 

（定義等） 

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 

による。 

（１）役員：理事及び監事をいう。 

（２）役員等：役員及び評議員をいう。 

（３）常勤役員：役員のうち、定期的に当館に出勤して、業務を遂行する者をいう。 

（４）非常勤役員等：常勤役員以外の役員等をいう。  

 

（報酬等） 

第３条  理事長は、理事会の決議を経て、常勤役員に報酬、退職慰労金及び特別功労金  

   を支給できる。 

     ２  非常勤役員等には、理事会及び評議員会等へ出席した場合、日当を支給するこ 

とができる。 

  

（報酬等の辞退） 

第４条  報酬、日当については辞退することができる。 

 

（報酬等の決定と算出） 

第５条  理事の報酬は、この基準に従って評議員会が定める総額の範囲内で、理事会の 

決議により、各理事の額を決定する。 

なお、退職慰労金及び特別功労金については、別途定める。 

２  各理事の報酬は、別表１に定める年額を上限として算出する。 

３  監事の報酬は、この基準に従って評議員会が決定する。 

４  非常勤役員等の日当については、別表２のとおりとする。 

 

（報酬等の支給）       

第６条  常勤役員の年額報酬は、１２ヵ月に分割して毎月２５日に振込により支払う。 

  ２  非常勤役員等の日当については、会議等出席の都度、現金にて支払う。 
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（本規程の改定）       

第７条  この規程の変更は、評議員会の決議による。 

 

（補則） 

第８条  この規程の実施に必要な事項は、理事長が定める。 

 

 

 

附則 

 この規程は、公益財団法人吉備路文学館の設立の登記の日から施行する。 

（平成２３年５月１２日 理事会議決） 

 

   （別表１） 

    役職名     報酬限度額 

 理 事 長  １，５００万円以内とする 

 専務理事  １，１００万円以内とする 

 常務理事    ９００万円以内とする 

 理  事    ８００万円以内とする 

 監  事       ８００万円以内とする 

 

   （別表２） 

   業務等の種類     日  当 

理事会への出席     ５，０００円 

評議員会への出席     ５，０００円 

監事監査会への出席     ５，０００円 
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役員退職慰労金支給規程 

 

（総 則） 

第１条  この規程は、公益財団法人吉備路文学館の常勤の理事または常勤の監 

事（以下「常勤役員」という）が退職する際に、その在任期間中の功労 

に報いるために支給する退職慰労金について定める。 

 

（受給資格） 

第２条  退職慰労金は、常勤役員として報酬、給与等を受給している役員が 

退任する際に支給できる。   

 

（退任の時期） 

第３条  この規程で｢退任｣とは、最終的に常勤役員の地位を離れることをいう。 

   ２ 常勤理事であった者が、任期満了後引き続いて常勤監事に選任され、 

    又は常勤監事であった者が、任期満了後引き続いて常勤理事に選任され 

た場合は、選任前の常勤理事又は常勤監事としての任期満了の時を｢退 

任｣とする。   

     

（金額の範囲） 

第４条  退職慰労金は、次の各号に定める金額の範囲内とする。   

（１）常勤理事の退職慰労金は、この規程に基づき計算し、または計算する 

べき旨の理事会において決定承認された額。 

（２）常勤監事の退職慰労金は、この規程に基づき計算し、または計算する 

べき旨の評議員会において決定承認された額。 

 

（在任期間） 

第５条  在任期間は、月割計算で常勤役員に就任した日の属する月は含めず、 

退任した日の属する月は含めるものとする。 

但し、月初日から就任し、月末日をもって退任する場合は、就任した 

日の属する月から退任した日の属する月までとする。 

   ２ 他社からの出向者が、当館の常勤役員に就任する場合については、そ 

の出向期間は、前第１項にて規定する在任期間には含まないものとする。 

   ３ 理事長を除く常勤役員の在任期間が通算８年を超える場合については、８年目

の定時評議員会以降の在任期間は前第１項にて規定する在任期間には含まないも

のとする。 
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４ 平成２９年５月末時点で在籍している常勤役員（理事長を除く）が満６３歳の

定時評議員会を超えて引き続き常勤役員に在任する場合については、満６３歳の

定時評議員会以降の在任期間は前第１項にて規定する在任期間には含まないもの

とする。 

 

（基準額） 

第６条  退任した常勤役員に対する退職慰労金は次の算式により算出する。 

「退任時における報酬及び給与の月額×在任期間÷12（年換算）」 

ただし、在任中に役位または月額報酬に変更がある場合は、それぞれの役位在

任期間または月額報酬支給期間における最終月の報酬及び給与の額に、それぞれ

の役位在任期間または月額報酬支給期間(年換算)を乗じて算出した金額の合計額

を基準とする。また、千円未満の端数は千円に切り上げる。 

2  無報酬役員については支給しない。 

    

（特別功労金） 

第７条  本人に特別の功労があるときは、前第６条に定める基準額の 30％を 

超えない範囲で特別功労金を加給することができる。 

 

（減 額） 

第８条  当館の名誉を毀損し、あるいは当館に著しい損害等を与えたため退任 

する常勤役員に対する退職功労金は、理事は理事会の決議により、監事 

は評議員会の決議により、減額を行うことができる。 

 

（退職慰労金中途支給の特例） 

第９条  役員の分掌変更等により役位が変動し、その報酬及び給与の月額が従 

前５０％以下に減少する場合は、変動時までの退職慰労金を支給するこ 

とができる。 

 

（支給方法） 

第１０条 常勤理事の退職慰労金の支給日及び支給方法は理事会の決議により、 

常勤監事の退職慰労金の支給日及び支給方法は評議員会の決議により 

これを決定する。 

（本規程の改定） 

第１１条 この規程の変更は、評議員会の決議による。 
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附 則 

 この規程は、公益財団法人吉備路文学館の設立の登記の日から施行する 

 （平成２３年５月１２日 理事会議決） 

  平成３０年５月２２日 評議員会改定 

 

 

 

 

 

 


